
証券コード　5807

平成27年３月10日

株 主 各 位
東京都港区西新橋三丁目８番３号

東京特殊電線株式会社
取締役社長立 川 直 臣

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席

くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、書面によって議決権が行使できます

ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年３月24日（火曜日）

午後５時までに到着するようご送付いただくようお願い申しあげます。

　また、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただく

ことも可能です。ただし、その場合代理人を証明する書面のご提出が必要となり

ますので、ご了承ください。

敬　具

記

１. 日 時 平成27年３月25日（水曜日）午前10時

２. 場 所 東京都港区芝公園二丁目４番１号

芝パークビルＢ館地下１階

コンベンションホールＡＰ浜松町　ルームＦ
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３. 会議の目的事項

決 議 事 項

第１号議案 自己株式（Ａ種優先株式）取得の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 資本準備金の額の減少の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申しあげます。

◎　株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後

の事項を当社のホームページ（http://www.totoku.co.jp/）に掲載いたしま

すのでご了承ください。
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株主総会参考書類

議案の上程に至る経緯

　当社グループは、売上減少等により平成20年３月期に大幅な連結純損失を

計上し、その後リーマンショック等による影響で連結純損失の計上が続いた

ことから平成23年３月期には、連結純資産が大幅に減少するに至りました。

そのため、財務体質の抜本的な改善と早期の分配可能額の計上並びに有利子

負債の圧縮を図ることを目的として、平成24年３月28日に第三者割当により

株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行に対してＡ種優先株式（以下「本

優先株式」といいます。）合計18億５千万円を発行し経営基盤の立て直しを

図りました。本優先株式の発行を実施するとともに、抜本的な利益体質の構

築を図るべく事業構造改革を推進し、不採算事業・不採算製品からの撤退等、

経営諸施策を実行し損益改善及び財務体質の改善に努めてまいりました。そ

の結果、平成27年３月期第３四半期連結累計期間には、連結四半期純利益は

21億１千１百万円、連結純資産額は85億１千２百万円と損益及び財務状況の

大幅改善を実現いたしました。

　こうした状況並びに普通株主の皆様の株式価値を勘案し、平成27年１月30

日開催の当社取締役会において、自己株式（Ａ種優先株式）取得を行うこと、

それに伴い定款の一部変更を行うこと、また資本準備金の額の減少を行うこ

とを本臨時株主総会に上程することを決議いたしました。

本優先株式取得の経緯及び理由

　本優先株式につきましては、定款の定めにより普通株式を対価とする取得

請求権（以下「本取得請求権」といいます。）が、Ａ種優先株主に対し、平

成27年４月１日から平成37年３月30日の間付与されております。本取得請求

権が行使された場合、普通株主の皆様にとって発行株式数の増加による株式

価値の希薄化並びに株価低下の可能性が生じることになります。

　また、当社側には平成28年４月１日以降いつでも金銭を対価とし発行価格

の1.1倍の株式価額による取得条項（以下「強制償還」といいます。）が付与

されておりますが、本取得請求権の効力発生を抑えることはできず、また本

取得請求権が行使されない場合は、本優先株式の配当負担は継続することに

なります。

　こうした状況を勘案し、既存普通株主の皆様の株式価値の希薄化並びに株

価低下に至ることを抑制し、また、対外的な信用度を高めるとともに機動的

な経営施策の実行を可能とするため、本取得請求権の効力が発生する前に本
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優先株式を自己株式として取得し消却することといたしました。

　株主の皆様におかれましては、本優先株式の取得の趣旨を何卒ご理解いた

だき、本臨時株主総会の各議案につきまして、ご承認賜りますようお願い申

しあげます。

議案及び参考事項

第１号議案　自己株式（Ａ種優先株式）取得の件

　会社法第156条第１項の規定に基づき、次のとおりＡ種優先株式（以下「本

優先株式」といいます。）を株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行か

ら取得することにつき、ご承認をお願いするものであります。

　なお、取得いたしました本優先株式は、自己株式として会社法第178条の規

定に従い、取得後当社取締役会の決議により直ちに消却いたします。

　１．取得に係る事項の内容

　(1)取得する株式の種類

　　 東京特殊電線株式会社Ａ種優先株式

　(2)取得する株式の数

　　 1,850株（Ａ種優先株式の発行済株式総数）

　　 株式会社みずほ銀行　1,000株

　　 株式会社りそな銀行　　850株

　(3)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容

　　 金銭

　(4)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

　　 2,035,000,000円を上限とする。

　(5)株式を取得することができる期間

　　 平成27年３月25日開催予定の臨時株主総会終結の時から平成27年３

月26日（予定）まで

　２．自己株式を取得する理由

　Ａ種優先株主の普通株式を対価とする取得請求権の行使による普通株

式価値の希薄化を抑制すること、並びに対外的な信用度を高めるととも

に、機動的な経営施策の実行を可能とするため、本取得請求権の効力が

発生する前に本優先株式を自己株式として取得するものであります。
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　３．取得価額に関する事項

　本優先株式を取得するのと引換えに交付する金銭について、その１株

当たりの額は1,100千円といたしました。本優先株式の取得価額の決定

にあたり、当該取得価額の妥当性を期するため、当社グループから独立

した第三者機関である株式会社赤坂国際会計に本優先株式の価値算定を

依頼し、同社より本優先株式に関する評価報告書を取得いたしました。

本報告書では、評価額は１株当たり1,092千円から1,113千円であったこ

と等を勘案して決定したものであり、取得価額の妥当性が図られている

ものと判断しております。
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　第１号議案「自己株式（Ａ種優先株式）取得の件」が原案どおり承認可

決され、当社が本優先株式の全株を自己株式として取得し消却することを

条件に、Ａ種優先株式の内容に関する規定を定款から削除することにつき、

ご承認をお願いするものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示します。）

現 行 変 更 案

第１章　総則 第１章　総則

第１条～第４条（条文省略） 第１条～第４条（現行どおり）

第２章　株式 第２章　株式

（発行可能株式総数および発行可能種類株式

総数）

（発行可能株式総数）

第５条 第５条

　当会社の発行可能株式総数は

176,001,850株とし、普通株式の発行可能種

類株式総数は176,000,000株、Ａ種優先株式

の発行可能種類株式総数は1,850株とす

る。

　当会社の発行可能株式総数は

176,000,000株とする。

第６条（条文省略） 第６条（現行どおり）

（単元株式数） （単元株式数）

第７条 第７条

　当会社の普通株式の単元株式数は100株

とし、Ａ種優先株式の単元株式数は１株と

する。

　当会社の単元株式数は100株とする。

第８条～第11条（条文省略） 第８条～第11条（現行どおり）
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現 行 変 更 案

第２章の２　種類株式 （削除）

（Ａ種優先株式）

第11条の２

　当会社の発行するＡ種優先株式の内容

は、次の各項に定めるとおりとする。

２．剰余金の配当

(1) Ａ種優先期末配当金

　当会社は、第44条に定める期末配当金

の支払いをするときは、当該剰余金の配

当に係る基準日の 終の株主名簿に記載

または記録されたＡ種優先株式を有する

株主（以下「Ａ種優先株主」という。）

またはＡ種優先株式の登録株式質権者

（以下「Ａ種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以

下「普通株主」という。）または普通株

式の登録株式質権者（以下「普通登録株

式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優

先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当

たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先

株式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合またはこれらに類する事

由があった場合には、適切に調整され

る。）に、第(2)号に定める配当年率（以

下「Ａ種優先配当年率」という。）を乗

じて算出した額の金銭（円単位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を四

捨五入する。）（以下「Ａ種優先配当基

準金額」という。）の配当をする。但し、

当該基準日の属する事業年度においてＡ

種優先株主またはＡ種優先登録株式質権

者に対して第(3)号に定めるＡ種優先中

間配当金を支払ったときは、その額を控

除した額を配当するものとする（以下、

当会社が上記の規定に従い期末配当金と

してＡ種優先株主またはＡ種優先登録株

式質権者に支払う額を「Ａ種優先期末配

当金」という。）。
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現 行 変 更 案

　なお、当会社の平成24年３月31日に終

了する事業年度に係るＡ種優先株主また

はＡ種優先登録株式質権者に対する配当

金の支払いは行わない。

（削除）

(2) Ａ種優先配当年率

Ａ種優先配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ

月物）＋1.0％

　なお、Ａ種優先配当年率は、％未満小

数第４位まで算出し、その小数第４位を

四捨五入する。上記の算式において「日

本円TIBOR（６ヶ月物）」とは、各事業年

度の初日（但し、当該日が銀行休業日の

場合はその直前の銀行営業日）（以下「Ａ

種優先配当年率決定日」という。）の午

前11時における日本円６ヶ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レ

ート（日本円TIBOR）として全国銀行協会

によって公表される数値またはこれに準

ずるものと認められるものを指すものと

する。当該日時に日本円TIBOR（６ヶ月

物）が公表されていない場合は、Ａ種優

先配当年率決定日（当該日がロンドンに

おける銀行休業日の場合にはその直前の

ロンドンにおける銀行営業日）におい

て、ロンドン時間午前11時現在の

Reuters3750ページに表示されるロンド

ン・インター・バンク・オファード・レ

ート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベ

ース））として、英国銀行協会（ＢＢＡ）

によって公表される数値またはこれに準

ずると認められる数値を、日本円TIBOR

（６ヶ月物）に代えて用いるものとす

る。

　但し、日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.0％

が10％を超える場合には、Ａ種優先配当

年率は10％とする。
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現 行 変 更 案

(3) Ａ種優先中間配当金 （削除）

　当会社は、第45条に定める中間配当金

の支払いを行うときは、Ａ種優先株主ま

たはＡ種優先登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立

ち、Ａ種優先配当基準金額の２分の１を

限度として、取締役会の決議で定める額

の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」と

いう。）を支払うものとする。

(4) 非累積条項

　ある事業年度においてＡ種優先株主ま

たはＡ種優先登録株式質権者に対してす

る剰余金の配当の額がＡ種優先配当基準

金額の額に達しないときは、その不足額

は翌事業年度以降に累積しない。

(5) 非参加条項

　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者に対しては、Ａ種優先期末配当金

およびＡ種優先中間配当金の他は、剰余

金を配当しない。

３．残余財産の分配

(1) Ａ種優先残余財産分配金

　当会社の残余財産の分配をするとき

は、普通株主または普通登録株式質権者

に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ

種優先株式１株当たりの払込金額相当額

（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分

割、株式無償割当て、株式の併合または

これらに類する事由があった場合には、

適切に調整される。）を支払う。

(2) 非参加条項

　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式

質権者に対しては、前号のほか残余財産

の分配は行わない。

４．議決権

　Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのあ

る場合を除き、株主総会において議決権を

有しない。
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現 行 変 更 案

５．普通株式を対価とする取得請求権 （削除）

　Ａ種優先株主は、平成27年４月１日以降

平成37年３月30日（同日を含む。）までの

間いつでも（但し、営業日（当会社の株主

名簿管理人（会社法第123条に定める株主名

簿管理人をいい、以下同様とする。）の営

業日をいい、以下同様とする。）に限り、

以下「Ａ種転換請求期間」という。）、当

会社に対して、普通株式の交付と引換え

に、その有するＡ種優先株式の全部または

一部を取得することを請求することができ

るものとし（かかる請求を、以下「転換請

求」という。）、当会社はＡ種優先株主が

転換請求をしたＡ種優先株式を取得するの

と引換えに、次に定める数の普通株式を、

当該Ａ種優先株主に対して交付するものと

する。

(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付す

る普通株式の数

　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付す

る普通株式の数は、転換請求に係るＡ種

優先株式の数にＡ種優先株式１株当たり

の払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式

につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合またはこれらに類する事由が

あった場合には、適切に調整される。）

を乗じて得られる額を、第(2)号乃至第

(4)号に定める取得価額で除して得られ

る数とする。なお、Ａ種優先株式の取得

と引換えに交付する普通株式の数に１株

に満たない端数があるときは、会社法第

167条第３項に従ってこれを取扱う。
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現 行 変 更 案

(2) 当初取得価額 （削除）

　当初取得価額は、平成27年３月31日時

点の、株式会社東京証券取引所における

当会社の普通株式の普通取引の終値（気

配表示を含み、以下同様とする。）とし、

平成27年３月31日に終値のない場合に

は、平成27年３月31日に先立つ直近の終

値とする。

(3) 取得価額の修正

　取得価額は、平成27年９月30日以降、

毎年３月末日および９月末日（但し、同

日が営業日でない場合には、その前営業

日とし、以下「修正基準日」という。）

に当該修正基準日における時価（以下に

定義される。）の90％（円単位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）に相当する額に修正され

る（以下かかる修正後の取得価額を「修

正後取得価額」という。）。但し、修正

後取得価額が当初取得価額の50％に相当

する額（但し、第(4)号に規定する事由が

生じた場合、第(4)号に準じて調整される

ものとし、以下「下限取得価額」とい

う。）を下回る場合には、修正後取得価

額は下限取得価額とし、修正後取得価額

が当初取得価額の100％に相当する額（但

し、第(4)号に規定する事由が生じた場

合、第(4)号に準じて調整されるものと

し、以下「上限取得価額」という。）を

上回る場合には、修正後取得価額は上限

取得価額とする。

　修正基準日における時価は、各修正基

準日に先立つ45取引日目（以下本号にお

いて「時価算定期間の開始日」という。）

に始まる連続する30取引日（以下本号に

おいて「時価算定期間」という。）の株

式会社東京証券取引所における当会社の

普通株式の普通取引の毎日の終値の平均
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現 行 変 更 案

値（終値のない日数を除く。また、円単

位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。）とし、時価算

定期間のいずれの日においても当会社の

普通株式の普通取引の終値がない場合に

は、時価算定期間の開始日に先立つ直近

の終値とする。なお、時価算定期間の開

始日以降、転換請求がなされた日（同日

を含む。）までの間に第(4)号に規定する

事由が生じた場合、上記の終値は第(4)号

に準じて当会社が適当と判断する値に調

整される。

（削除）

(4) 取得価額等の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合に

は、それぞれ以下のとおりその時点に

おいて適用される取得価額、下限取得

価額および上限取得価額（以下「取得

価額等」という。）を調整する。但し、

本第(4)号は、現にＡ種優先株式を発行

している場合に限り適用される。

①　普通株式につき株式の分割または

株式無償割当てをする場合、以下の算

式により取得価額等を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、下記

の算式における「分割前発行済普通株

式数」は「無償割当て前発行済普通株

式数（但し、その時点で当会社が保有

する普通株式を除く。）」、「分割後

発行済普通株式数」は「無償割当て後

発行済普通株式数（但し、その時点で

当会社が保有する普通株式を除

く。）」とそれぞれ読み替える。

調 整 後

取得価額等
＝

調 整 前

取得価額等
×

分割前発行済

普 通 株 式 数

分割後発行済

普 通 株 式 数
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　調整後取得価額等は、株式の分割

に係る基準日または株式無償割当て

の効力が生ずる日（株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基

準日）の翌日以降これを適用する。

（削除）

②　普通株式につき株式の併合をする

場合、株式の併合の効力が生ずる日

をもって次の算式により、取得価額

等を調整する。

調 整 後

取得価額等
＝

調 整 前

取得価額等
×

併合前発行済

普 通 株 式 数

併合後発行済

普 通 株 式 数

③　下記(d)に定める普通株式１株当

たりの時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を発行または当会社が保

有する普通株式を処分する場合（株

式無償割当ての場合、普通株式の交

付と引換えに取得される株式もしく

は新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。以下本第(4)

号において同じ。）の取得による場

合、普通株式を目的とする新株予約

権の行使による場合または合併、株

式交換もしくは会社分割により普通

株式を交付する場合を除く。）、次

の算式（以下「取得価額等調整式」

という。）により取得価額等を調整

する。調整後取得価額等は、払込期

日（払込期間を定めた場合には当該

払込期間の 終日）の翌日以降、ま

た、株主への割当てに係る基準日を

定めた場合は当該基準日（以下「株

主割当日」という。）の翌日以降こ

れを適用する。なお、当会社が保有

する普通株式を処分する場合には、

次の算式における「新たに発行する

普通株式の数」は「処分する当会社
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が保有する普通株式の数」、「当会

社が保有する普通株式の数」は「処

分前において当会社が保有する普通

株式の数」とそれぞれ読み替える。

（削除）

（発行済普通株式の

数－当会社が保有す

る普通株式の数）
＋

新たに発行する普通株式の

数×１株当たり払込金額

調 整 後

取得価額等
＝

調 整 前

取得価額等
×

普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当会社が保有する普

通株式の数）＋新たに発行する普通株式の数

④　当会社に取得をさせることにより

または当会社に取得されることによ

り、下記(d)に定める普通株式１株当

たりの時価を下回る普通株式１株当

たりの取得価額をもって普通株式の

交付を受けることができる株式を発

行または処分する場合（株式無償割

当ての場合を含む。）、かかる株式

の払込期日（払込期間を定めた場合

には当該払込期間の 終日。以下本

④において同じ。）に、株式無償割

当ての場合にはその効力が生ずる日

（株式無償割当てに係る基準日を定

めた場合は当該基準日。以下本④に

おいて同じ。）に、また株主割当日

がある場合はその日に、発行または

処分される株式の全てが当初の条件

で取得され普通株式が交付されたも

のとみなし、取得価額等調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として

かかる価額を使用して計算される額

を、調整後取得価額等とする。調整

後取得価額等は、払込期日の翌日以

降、株式無償割当ての場合にはその

効力が生ずる日の翌日以降、また株

主割当日がある場合にはその日の翌

日以降、これを適用する。
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⑤　行使することによりまたは当会社

に取得されることにより、普通株式

１株当たりの新株予約権の払込価額

と新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の合計額が下記(d)に定め

る普通株式１株当たりの時価を下回

る価額をもって普通株式の交付を受

けることができる新株予約権を発行

する場合（新株予約権無償割当ての

場合を含む。）、かかる新株予約権

の割当日に、新株予約権無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日（新

株予約権無償割当てに係る基準日を

定めた場合は当該基準日。以下本⑤

において同じ。）に、また株主割当

日がある場合はその日に、発行され

る新株予約権全てが当初の条件で行

使されまたは取得されて普通株式が

交付されたものとみなし、取得価額

等調整式において「１株当たり払込

金額」として普通株式１株当たりの

新株予約権の払込価額と新株予約権

の行使に際して出資される財産の普

通株式１株当たりの価額の合計額を

使用して計算される額を、調整後取

得価額等とする。調整後取得価額等

は、かかる新株予約権の割当日の翌

日以降、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合には

その翌日以降、これを適用する。但

し、本⑤による取得価額等の調整

は、当会社または当会社の子会社の

取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行

される普通株式を目的とする新株予

約権には適用されないものとする。

（削除）
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(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下

記①および②のいずれかに該当する場

合には、当会社はＡ種優先株主および

Ａ種優先登録株式質権者に対して、あ

らかじめ書面によりその旨ならびにそ

の事由、調整後取得価額等、適用の日

およびその他必要な事項を通知したう

え、取得価額等の調整を適切に行うも

のとする。

（削除）

①　合併、株式交換、株式交換による

他の株式会社の発行済株式の全部の

取得、株式移転、吸収分割、吸収分

割による他の会社がその事業に関し

て有する権利義務の全部もしくは一

部の承継または新設分割のために取

得価額等の調整を必要とするとき。

②　前①のほか、普通株式の発行済株

式の総数（但し、当会社が保有する

普通株式の数を除く。）の変更また

は変更の可能性を生ずる事由の発生

によって取得価額等の調整を必要と

するとき。

(c) 取得価額等の調整に際して計算が必

要な場合は、円単位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入

する。

(d) 取得価額等調整式に使用する普通株

式１株当たりの時価は、調整後取得価

額等を適用する日に先立つ45取引日目

（以下本(d)において「時価算定期間の

開始日」という。）に始まる連続する

30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値（終値のない日数

を除く。また、平均値の計算は、円単

位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）とし、そ

のいずれの日においても当会社の普通
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株式の普通取引の終値がない場合に

は、時価算定期間の開始日に先立つ直

近の終値とする。

（削除）

(e) 取得価額等の調整に際し計算を行っ

た結果、調整後取得価額等と調整前取

得価額等との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額等の調整はこれを

行わない。

(5) 転換請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

(6) 転換請求の効力発生

　転換請求の効力は、転換請求に要する

書類が前号に記載する転換請求受付場所

に到達したときに発生する。

６．普通株式を対価とする取得条項

　当会社は、Ａ種転換請求期間中に前項、

第８項に定める取得請求権の行使または次

項に定める取得条項の発動のなかったＡ種

優先株式の全部（但し、当会社によって保

有されるものを除く。）を、Ａ種転換請求

期間の末日の翌日（当該日が営業日でない

場合には、その直後の営業日。）が到来す

ることをもって普通株式の交付と引換えに

取得するものとし、当会社は、かかるＡ種

優先株式を取得するのと引換えに、かかる

Ａ種優先株式の数に、Ａ種優先株式１株当

たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株

式につき、株式の分割、株式無償割当て、

株式の併合またはこれらに類する事由があ

った場合には、適切に調整される。）を乗

じて得られる額を、Ａ種転換請求期間の末

日にＡ種優先株主が転換請求をしたものと

みなして修正後取得価額として計算される

額で除して得られる数の普通株式をＡ種優

先株主に対して交付するものとする。Ａ種

優先株式の取得と引換えに交付すべき普通

株式の数に１株に満たない端数がある場合
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には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。

（削除）

７．金銭を対価とする取得条項

(1) 当会社は、平成28年４月１日以降いつ

でも、当会社取締役会が別に定める日（以

下、「金銭対価取得日」という。）が到

来することをもって、Ａ種優先株主およ

びＡ種優先登録株式質権者に対して金銭

対価取得日の30営業日以上60営業日前に

書面による通知（撤回不能とする。）を

行った上で、取得の対象となるＡ種優先

株式が金銭対価取得日に当会社以外の者

に保有されていることを条件として、法

令上可能な範囲で、金銭の交付と引換え

に、Ａ種優先株式の全部または一部を取

得することができる。

　この場合、当会社は、かかるＡ種優先

株式を取得するのと引換えに、第(3)号に

定める額（以下「強制償還価額」とい

う。）の金銭をＡ種優先株主に対して交

付するものとする。なお、Ａ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方

法による。

　なお、金銭対価取得日の決定後も金銭

対価取得日の到来までは、転換請求を行

うことは妨げられないものとする。

(2) 日本において一般的に公正妥当と認め

られる企業会計の基準その他の企業会計

の慣行（国際財務報告基準その他の公正

妥当な企業会計の基準として認められる

ことが見込まれるものを含み、以下総称

して「会計基準等」という。）の適用（当

会社に適用される法令または規則により

当該会計基準等の適用を義務づけられた

ために当該会計基準等を適用する場合で

あるか、当会社に適用される法令または

規則により当該会計基準等の適用が許容

されたため当会社が任意に当該会計基準

－ 18 －



現 行 変 更 案

等を適用した場合であるかを問わな

い。）により、当会社が当会社の連結財

務諸表（連結財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第１条第１項に

定める連結財務諸表をいう。）における

連結貸借対照表上、または財務諸表（財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則第１条第１項に定める財務諸表

をいう。）における貸借対照表上、Ａ種

優先株式を純資産として計上することが

できなくなった場合にも、前号と同様と

する。

（削除）

(3) 強制償還価額

　強制償還価額は、Ａ種優先株式１株に

つき、その払込金額相当額（但し、Ａ種

優先株式につき、株式の分割、株式無償

割当て、株式の併合またはこれらに類す

る事由があった場合には、適切に調整さ

れる。）に1.1を乗じて得られる額に当該

金銭対価取得日が属する事業年度に適用

されるＡ種優先配当基準金額に当該金銭

対価取得日が属する事業年度に属する４

月１日（当日を含む。）から当該金銭対

価取得日（当日を含む。）までの日数を

乗じ365で除して算出した額（円単位未満

小数第１位まで算出し、その小数第１位

を切上げる。）を加えた金額から、当該

金銭対価取得日が属する事業年度におい

て支払われた、または第２項(3)号の規定

に基づき取締役会において支払われる旨

の決議のあったＡ種優先中間配当金の額

を控除した金額とする。
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８．金銭を対価とする取得請求権 （削除）

(1) Ａ種優先株主は、平成28年４月１日以

降いつでも、当会社に対し、30営業日以

上60営業日前に書面による通知（以下本

項において「事前通知」という。）を行

うことにより、事前通知内で取得日（営

業日に限る。以下「金銭対価取得請求

日」という。）を指定した上で、金銭対

価取得請求日の到来および金銭対価取得

請求（以下に定義する。）の対象となる

Ａ種優先株式を金銭対価取得請求日に保

有していることを条件として自己の有す

るＡ種優先株式の全部または一部を金銭

を対価として取得することを請求するこ

とができる（かかる請求を、以下「金銭

対価取得請求」という。）。なお、事前

通知後も金銭対価取得請求日の到来まで

は、転換請求を行うことは妨げられない

ものとする。

　金銭対価取得請求があった場合、当会

社は、Ａ種優先株主が当該金銭対価取得

請求をしたＡ種優先株式を取得するのと

引換えに、金銭対価取得請求日における

会社法第461条第２項所定の分配可能額

を限度として、法令上可能な範囲で、Ａ

種優先株主に対して、Ａ種優先株式１株

当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優

先株式につき、株式の分割、株式無償割

当て、株式の併合またはこれらに類する

事由があった場合には、適切に調整され

る。）に当該金銭対価取得請求日が属す

る事業年度に適用されるＡ種優先配当基

準金額に当該金銭対価取得請求日が属す

る事業年度に属する４月１日（当日を含

む。）から当該金銭対価取得請求日（当

日を含む。）までの日数を乗じ365で除し

て算出した額（円単位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切上げ
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る。）を加えた金額から、当該金銭対価

取得請求日が属する事業年度において支

払われた、または第２項(3)号の規定に基

づき取締役会において支払われる旨の決

議のあったＡ種優先中間配当金の額を控

除した金額に、取得請求に係るＡ種優先

株式の数を乗じた金額を交付するものと

する。但し、分配可能額を超えてＡ種優

先株主から取得請求があった場合には、

取得すべきＡ種優先株式は取得請求され

る株数に応じた比例按分の方法により決

定する。

（削除）

(2) 金銭対価取得請求受付場所

東京都港区西新橋三丁目８番３号

東京特殊電線株式会社

(3) 金銭対価取得請求の効力発生

　金銭対価取得請求の効力は、金銭対価

取得請求日に発生する。

９．金銭を対価とする取得条項と金銭を対価

とする取得請求権の優先順位

　前二項の規定に基づく取得の対象となる

Ａ種優先株式に係る金銭対価取得日と金銭

対価取得請求日が同日であり、かつ前二項

の規定に基づく取得の対象となるＡ種優先

株式が重複する場合には、当該取得の対象

となるＡ種優先株式のうち重複するＡ種優

先株式については、第７項の定めにかかわ

らず第７項に基づく取得は行われず、第８

項に基づく取得のみが行われるものとす

る。

10．株式の併合または分割、募集株式の割当

て等

(1) 当会社は、Ａ種優先株式について株式

の併合または分割は行わない。
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(2) 当会社は、Ａ種優先株主には募集株式

の割当てを受ける権利または募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えず、ま

た株式無償割当てまたは新株予約権無償

割当ては行わない。

（削除）

11．譲渡制限

　譲渡によるＡ種優先株式の取得について

は、当会社取締役会の承認を要する。

12．除斥期間

　第46条の規定は、Ａ種優先期末配当金お

よびＡ種優先中間配当金の支払いについて

準用する。

第３章　株主総会 第３章　株主総会

第12条～第17条（条文省略） 第12条～第17条（現行どおり）

（種類株主総会） （削除）

第17条の２

　第11条の規定は、定時株主総会と同日に

開催される種類株主総会について準用す

る。

２．第13条、第14条、第15条第１項、第16条

および第17条の規定は、種類株主総会につ

いて準用する。

３．第15条第２項の規定は、会社法第324条第

２項の規定による種類株主総会の決議にこ

れを準用する。

第４章　取締役および取締役会 第４章　取締役および取締役会

第18条～第29条（条文省略） 第18条～第29条（現行どおり）

第５章　監査役および監査役会 第５章　監査役および監査役会

第30条～第38条（条文省略） 第30条～第38条（現行どおり）

第６章　会計監査人 第６章　会計監査人

第39条～第42条（条文省略） 第39条～第42条（現行どおり）

第７章　計算 第７章　計算

第43条～第46条（条文省略） 第43条～第46条（現行どおり）
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第３号議案　資本準備金の額の減少の件

　会社法第448条第１項の規定に基づき、本優先株式取得のための分配可能額

を計上することを目的として資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余

金に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

　本資本準備金の額の減少は、当社貸借対照表の純資産の部における振替勘

定であり純資産額に変更を生じるものではなく、発行済株式数の変更はない

ため１株当たりの純資産額に変更を生じるものではありません。また、株主

の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

　なお、本資本準備金の額の減少は、第１号議案「自己株式（Ａ種優先株式）

取得の件」が原案どおり承認可決され、当社が本優先株式の全株を自己株式

として取得することを条件に、その効力が発生するものとしております。

１．減少する資本準備金の額

平成26年３月31日現在の資本準備金901,141,403円のうち901,141,403

円

２．資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。

３．資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成27年３月25日

　　　　　　　以上
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株主総会会場ご案内図

東京都港区芝公園二丁目４番１号

芝パークビルＢ館地下１階

「コンベンションホールＡＰ浜松町」ルームＦ

電話　03-5405-6109

至日比谷

芝大門

芝大門
ホテル

ＡＰ浜松町

交番

A6

至銀座 至新橋

首都高速都心環状線

至品川 至品川

A3

至三田

Ａ館

芝 

公 

園

日
比
谷
通
り

芝
公
園
駅

東
京
メ
ル
パ
ル
ク

ホ
ー
ル

会 
場

大
門
駅

第
一
京
浜

北
口

世
界
貿
易

セ
ン
タ
ー
ビ
ル

Ｊ
Ｒ
浜
松
町
駅

モ
ノ
レ
ー
ル

増
上
寺

芝パークビルＢ館地下１階

〔会場への交通機関〕

都営三田線「芝公園駅」（Ａ３出口）　　　　徒歩約３分

都営浅草線・大江戸線「大門駅」（Ａ６出口）徒歩約３分

ＪＲ「浜松町駅」（北口）　　　　　　　　　徒歩約７分

(ご注意) 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご

来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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